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答申に基づく地域ごとの需給のミスマッチの把握及び老朽化対応に係る取組み

存置宿舎

廃止宿舎

借受と建設をコスト
比較し、宿舎を確保

需要過多地域における宿舎の確保

地域ごとの需給の
ミスマッチの把握

必要戸数と設置
戸数を比較し、
各市町村ごとに

需要過多地域
及び

供給過多地域

に分類

･需給の状況
･建築年次
･立地条件
･入居状況(貸与率)
を基準としつつ、
個々の宿舎の状況

に応じて、

存置宿舎候補
及び

廃止宿舎候補

を選定

省庁別宿舎及び
合同宿舎

合同宿舎の老朽化対応

（直ちに）既存宿舎へ集約化

改修予算配分
の優先度付け

・建築年次
・立地条件
・入居状況

etc.

既存宿舎への
集約化の検討

大規模改修を実施

コスト比較の上、
借受移行・建替

優先度：高

優先度：低

長期使用の
可否判定

・コンクリート
強度、中性化

・鉄筋の腐食
・建物の構造の
不具合

etc.

長期使用：
可

長期使用：
否

集約化：
否

集約化：

（直ちに）
可

引き続き使用
（必要最小限度

の改修）
コスト比較の上、
既存宿舎への

集約化・借受移行

宿舎規格を変更する
模様替を実施する場合、

コスト比較の上、
模様替・借受移行

１

国家公務員宿舎の削減計画に基づき、宿舎の必要戸数は16.3万戸まで削減。他方で、地域ごとに需要と供給の
ミスマッチが生じており、地域単位での宿舎の必要戸数の状況把握に努めるとともに、存置する宿舎の計画的
かつ効率的な改修を進めていくこととされている。 （注）下図は、令和元年6月14日財政制度等審議会国有財産分科会答申を概念図にしたもの。



存置の必要性
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詳細なコスト比較

国家公務員宿舎の削減計画に基づくコスト比較等の実施フロー

あ り

削減計画において、21.8万戸（10,684住宅）から16.3
万戸（5.6万戸減）への削減を決定。

2,393住宅（約1.6万戸）
計画策定時（23.12.1）にお
いて廃止決定。
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※将来の賃料下落及び長期割引の可能性等も考慮し、建替と借
受を比較する際には、賃借料等▲10％の場合と比べても有利と
なる場合のみ建替を行う。

今後５年間で築年数が40年を超える宿舎等
、老朽化し耐震性等に問題があるもの等

該当する

該当
しない

コスト面等に着目した存置・
廃止宿舎の選定

廃止
※借受への移行や、集
約化に伴い、廃止とな
る宿舎が生じる。

売却収入や法定容積率の利用率、業務上の必要性や立
地等（通勤時間、防災上の観点）を勘案して、存置の必要
性を判定。

存 置
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国家公務員宿舎の削減計画におけるコスト比較手法について

〇 民間不動産等の価値算出時に主に採用されているＤＣＦ法を使用。

ＤＣＦ法・・・純収益等を発生時期に応じて現在価値に割り引き、収支比較を行う手法

○ 具体的には、20年間における各期の純収益（収益－費用）の割引現在価値の合計を算出
し、耐震改修等（長寿命化）、借受、建替について比較。

（注）コスト比較計算期間は、民間の実態（5～20年程度）を踏まえつつも、①国家公務員宿舎は修繕しつ
つ長期間使用されるのが実態であること、②20年程度で大規模修繕が行われること、を考慮して長めに
20年間と設定。

〇 耐震改修等（長寿命化）、建替については、 20年後土地・建物を売却する前提を置いた
上で、コスト比較を実施。

収益
・土地建物の売却収入
・建設工事等の国からの支出に伴
い発生する法人税や消費税収入

費用
・耐震改修費・大規模修繕費
・維持管理費
・設計・建設費
・解体費

純収益 ＝ －
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DCF法による詳細なコスト比較（イメージ）
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